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内閣府沖縄総合事務局

平成２０年度沖縄道路関係予算配分について

１．配分の基本的考え方

租税特別措置法や道路整備費財源特例法など関連法案が平成１９年度

内に成立しなかったことから、道路関係予算については、維持管理や支払

い期限のある債務等を除き、その大宗について、年度当初からの執行を保

留してきたところです。

今般、租税特別措置法など税法の成立により財源の見通しがついたこと

から、地域の経済情勢等に鑑み、これに対応する予算について早期に執行

することとしたところであり、現下の景気情勢や地域の実情等を踏まえ、

地方の補助事業を優先するとともに、直轄事業についても、事業全体の工

程に遅れを生じることがないよう、迅速かつ効率的な執行に努めてまいり

ます。

あわせて、関係機関と連携しつつ、補助金の交付事務や入札・契約手続

きなどの迅速化を図ることにより、早期に執行できるよう努力してまいり

ます。

なお、地方道路整備臨時交付金（平成２０年度予算約７０億円）につい

ては、根拠法である道路整備費財源特例法の未成立のため、交付しており

ません。

予算の執行にあたっては 「道路関係業務の執行のあり方改革本部最終、

報告書 （４月１７日）に基づき、無駄の排除など、予算の厳格な執行に」

努めてまいります。

２．配分額

今回配分額 ８０，０２９百万円

前回（４月１日）配分額 １１，７６４百万円

合計 ９１，７９３百万円



３．配分方針

経済のグローバル化、人口減少社会の到来など、我が国内外の経済社

会情勢が大きく変化し、また、地域における経済活動が低迷し、地方が

活力を失いつつある中、我が国の競争力、成長力の確保や地域の活性化

などの政策課題に対応するための道路政策を計画的かつ重点的に推進す

る必要があります。

そこで、平成２０年度道路関係予算配分においては、

① 国際競争力の確保

② 地域の自立と活力の強化

③ 安全・安心の確保

④ 環境の保全と豊かな生活環境の創造

⑤ 既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化

の分野に重点的かつ積極的に取り組むとともに、限られた予算を活用し

て、投資効果を最大化するとともに、地域のニーズを踏まえつつ、国と

して促進すべき事業を着実に進められるよう配分を行います。

（参考）配分内訳表

（ ）単位：百万円

区 分 本省配分 一括配分 合 計

直轄事業 ２７，２３５ ９，５２７ ３６，７６２

補助事業 １１，４９０ ４３，３６６ ５４，８５６

合 計 ３８，７２５ ５２，８９３ ９１，６１８

※１ 配分表には、前回配分額を含む

※２ 本表には、調査費及び道路関係社会資本等を含まない。


